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被害者支援センター　すてっぷぐんま公益社団法人　

　
理 事 長　小 磯 正 康

　すてっぷぐんまも事業を充実発展させながら新
しい年を迎えることができました。これも群馬県、
群馬県警察、その他関係機関、並びに会員皆様や
関係者のご理解とご協力のおかげでございます。
あらためて感謝申し上げます。
　私は、常々、事件や事故の被害者に誰でもなる
可能性がある、だから被害者の問題は社会的な問
題である、それ故被害者等を社会全体で支えるこ
とができる社会になって欲しいと願っております。
その要素として、公的機関による被害者支援の仕
組みが構築されることが重要と考えております。
　群馬県では、令和６年６月までに、県内の全市
町村において、犯罪被害者等支援条例が制定・施
行されるに至りました。地域の住民の最も身近な
自治体である市町村が、犯罪被害者等の支援に特
化した条例を制定したことの意義は大きく、社会
全体で被害者等を支えるベースが整ったと言える
と思います。もっとも、多くの自治体は、被害者
支援の事例や実績がそれほど多くないため、当面
見舞金の支給など経済的支援を取組みの中心に置
いているようです。それでもどの自治体の条例も、
相談窓口の設置、経済的負担の軽減、日常生活の
支援、安全の確保、居住の安定、雇用の安定等といっ
た被害者支援に関する基本的な施策を掲げており、
今後の運用において、市町村による被害者等への
支援が充実していくことが大いに期待できます。
　このように条例制定が促進されたのは、国にお
いて検討されてきた被害者支援の充実強化の柱の
一つとして「地方における途切れない支援の提供
体制の構築」が打ち出されたことと関係しています。
条例の制定が促進されることにより、犯罪被害者
等の支援を充実させるための社会的基盤が充実強
化されることになります。

　さらにこの地方における途切れない支援の「提
供体制の構築」の方策として、被害者支援に関係
する機関や団体が、有機的に連携することにより
充実した被害者支援を可能とするため、ワンストッ
プサービスの仕組みを構築することが求められて
います。このワンストップサービスには２種類あ
ります。一つは、都道府県が中心となって、被害
者等が関係する自治体や福祉関係機関、医療機関、
警察、検察庁、弁護士会、すてっぷぐんまのよう
な支援団体などが、必要に応じて連携し、継続的
に被害者等を支援する仕組みで、複数の機関が関
与することから「多機関ワンストップサービス」
と呼ばれるものです。群馬県においても、昨年（令
和７年）８月１日から、この多機関ワンストップ
サービスがスタートしました。もう一つは、被害
者支援に関わる特定の機関、例えば、市町村にお
いて、被害者を窓口でたらい回しにすることがな
いよう被害者支援担当部署が中心となって、当該
市町村で利用できる種々のサービスを提供できる
ように対応するもので「機関内ワンストップサー
ビス」と呼んでおります。条例という法的な根拠
が備えられ、ワンストップサービスという形で実
質的な被害者への支援が行われることにより、被
害者支援が格段に充実強化されることが期待され
ます。
　群馬県では、多機関ワンストップサービスと機
関内ワンストップサービスの両輪が動き始めてお
り、本年は、その回転数が増すことが予想されます。
まさに、社会全体で被害者等を支える枠組み（仕
組み）が整いつつあります。
　すてっぷぐんまもより一層被害者支援のために
邁進して参ります。皆様方の変わらぬご支援、ご
協力をお願い致します。

被害者支援の公的枠組みの拡がり
巻 頭 言



　11月１日（土）、群馬県庁２階のビジターセンター
にて令和７年度被害者支援講演会を開催しました。
　講師は、2001年６月８日に発生した大阪教育大
学附属池田小学校児童殺傷事件において、当時小
学二年生だった長女の優希（ゆき）さんを亡くされ
た本郷紀宏さんです。事件当日の惨状などを、お
辛い気持ちを堪えながら詳細に語ってくださり、

この事件の悲惨さを改めて痛感しました。
　残念ながら、“未曾有の犯罪事件” と言われる「附
属池田小事件」が起こった後も、学校での事件は
あとを絶ちません。犠牲になってしまった子ども
たちの命を無駄にしないためにも、事件を風化さ
せることなく、社会全体で学校の安全についてしっ
かりと考え続けていかなければなりません。

　警察活動における被害者支援分野において、
長年の功績が高く評価され、警察特別功労者表
彰を授与されました。
　表彰式は、令和７年12月10日、群馬会館にて
執り行われ、多くの関係者等が見守る中での栄
誉ある表彰となりました。
　理事長は「今後も被害者支援活動の充実に努
めたい」と抱負を述べました。
　今回の理事長の受賞は、当センターの活動が
広く認められた証でもあります。

令和７年度　「被害者支援講演会」

【事件概要】　大阪教育大学附属池田小学校児童殺傷事件／2001年６月８日、大阪池田市の大阪教育大学附属池田小学校で
発生した無差別殺傷事件。同校に侵入した男が児童８人を出刃包丁で刺殺した他、児童および教職員15人に重軽傷を負わせた。
犯罪史上稀に見る無差別大量殺人事件として社会に衝撃を与え、犯人は2003年９月に死刑判決が確定、翌2004年９月に大
阪拘置所で死刑が執行された。

小磯理事長
「警察特別功労者表彰」を受賞

支援活動員養成講座
　11月29日・30日の２日間にわたり、令和７年度
支援活動員養成講座をZoomにて開催しました。
　医療、司法等の専門職、関係多機関の方々を講
師にお迎えし、各分野から被害者支援につながる
貴重なお話をいただき、今回も多数の受講者が耳
を傾けました。
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令和7年度 
支援活動員養成講座プログラム

11月29日(土)

11月30日(日)

◆ 
1日目 
◆

◆ 
2日目 
◆

◇ 
全講義受講された方を修了者として認定します(レポート提出必須)。

◇ 
講座はすべてオンライン(Zoom)のみの開催となります。

◇ 
1コマからの受講も可能です。

◇ 
講義内容が変更される場合もあります。予めご了承ください。

講座資料やZoom開催のURLについては、受講日前までにメールでご案内します。
各自でダウンロードやプリントアウトをお願いします。メールが届かない場合は
お手数ですが事務局までご連絡ください。
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オリエンテーション・注意事項

3　性被害における弁護士の役割

4　心理士の視点から見た被害者支援

5　心情伝達制度の現状

1　早期援助団体とは/支援活動員の
　役割と遵守事項

2　裁判所における被害者対応について11:00
～ 
12:00

12:00
～
13:00　　　　　　　　　　昼休み(60分間)

12:10
～
13:10　　　　　　　　　　昼休み(60分間)

6　ストーカー事案の現状と被害者支援

9　危険運転致死傷罪について

10　社会資源の活用と連携支援について

7　被害にあった子どものメンタルケア
について

8　SNSに起因する少年の被害の現状
と対策

すてっぷぐんま相談員

被害者支援センターすてっぷぐんま
理事長　小磯正康

前橋地方裁判所
裁判官　高橋正幸　氏

つじきむら法律事務所
弁護士　木村仁美　氏

臨床心理士　佐藤絹恵　氏

前橋刑務所
被害者担当官　小枝　剛　　　氏
被害者担当官　上遠野ひなの　氏

群馬県警察本部生活安全部
人身安全対策課　轟史弘　氏

中泉メンタルクリニック
児童思春期診療部長　有賀道生　氏

少年サポートセンター
調査官　木村克巳　氏

京都犯罪被害者支援センター
副理事長　川本哲郎　氏

被害者支援センターすてっぷぐんま
相談員・社会福祉士　清水裕美

講演後、被害者支援ソング「ニセアカシア」を披露する
歌手のMIKAKOさん
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　Saveぐんまにおける相談全件数のうち、およそ３
分の１（約33％）がこどもの被害相談という現状です。
★こどもの性暴力被害の特徴
・�被害の認識がないこともある・被害の申告が難し
い・被害が長期に渡ることも少なくない
・被害による影響が大きい・家族も被害者になる
★こどもの被害の聞き方に注意！
　こどもは記憶が上塗りされやすい（“記憶の汚染”
という）ので、誘導せず、「誰に」「何をされたか」の２
点のみを本人に１回だけ聞く、という対応が大切です。

そのあとSaveぐんまや警察や児童相談所のような
専門機関にすみやかにつなぐことが大変重要です。
★どこで診察してもらうか
　こどもの性暴力被害には系統的全身診察が必要で
す。系統的全身診察とは、被害を受けた特定の部位
だけでなく頭のてっぺんから足の先までくまなく診
察することで、こどもの心理的な負担や二次被害を
防ぐ診察方法です。専門的な研修を受けた医師のみ
が行うことができる診察技術です。まずは、Save
ぐんまや警察、児童相談所に相談してください。

群馬医療福祉大学  大学院生  実習受け入れ
　すてっぷぐんまでは、心理専門職の国家資格であ
る「公認心理師」を目指す群馬医療福祉大学の大学
院生４名の実習を受け入れ、令和７年10月から令和
８年１月までの間、10日間（約50時間）の実習プロ
グラムを実施しました（うち２日間はSaveぐんまが
担当）。被害者支援の基礎的理解のための講義に始ま

り、被害者心理やトラウマケアなどの心理分野に着
目した講義、被害にあわれた方との懇談会、講演会、
裁判傍聴など、多種多様なプログラムで被害者支援
の実際を学んでいただきました。４名の実習生の方々
は、終始、熱心に取り組み、将来の心理職としての
見識を広げられたことと思います。

学園祭で広報活動をしました！
　新型コロナ流行を境に控えていた学園祭での広報活動を、本年度は
久々に再開しました。若い世代の皆さんにも犯罪被害者支援について
知っていただくため、すてっぷぐんま、Saveぐんまのスタッフが県内
大学の学園祭におもむき、資料やクリアファイル・メモ帳などのグッズ
を配布しました。

こどもの性暴力被害の相談急増中!!こどもの性暴力被害の相談急増中!!
Save News

多機関ワンストップサービス関係報告
●令和７年度市町村担当者研修
　（７月25日　於：男女共同参画センター）
今年度は多機関ワンストップサービス開始に基づく
内容を中心に実施。
＊課長会議
群馬県生活こども部生活こども課の上原専門官より、
多機関ワンストップサービスについて説明。
＊担当者研修
①講演　「大切な命を奪われて」
　　講師：和氣みち子氏（交通事故被害者ご遺族）
②各市町村担当者による窓口対応実践研修

●�令和７年度犯罪被害者等施策の総合的推
進事業研修会

　（10月２日　於：群馬県庁会議室）
警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課の佐々木理
事官による主催者挨拶後、同課地方公共団体アドバ
イザー木本専門官による講義。その後、総合対応窓

口における初回相談時の対応、機関内ワンストップ
サービス調整時の対応についてのグループワークを
実施。

●�各警察署における犯罪被害者等支援連絡
協議会での講話
実施警察署：�高崎、桐生、太田、館林、渋川、藤岡、

富岡、吾妻
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公益社団法人
被害者支援センター　すてっぷぐんま

編集・発行

〒371-0843　群馬県前橋市新前橋町26-７　ヤマコビル5F
TEL／FAX 027-253-9992　https://www.step-gunma.org

　私たちの活動は、皆様からの会費・ご寄附により支えられています。
　被害者の方が安心して相談できるセンターでありたいと、日々努力しています。皆様の温かいご支援・ご協力
をよろしくお願いいたします。
　賛助会員とは当センターの目的に賛同し、事業を財政面で支援する法人・団体または個人です。

社会貢献型自動販売機設置のお願い社会貢献型自動販売機設置のお願い事業所・団体の皆様へ
　すてっぷぐんまでは、平成24年度から売上金の一部が寄附されるすてっぷぐ
んま仕様のラッピング付き清涼飲料水自動販売機の設置をお願いしております。

賛助会員・ご寄附のお願い賛助会員・ご寄附のお願い

賛助会員【年会費】
・個人会員　	 １口　  1,000円より
・法人･団体会員	 １口　10,000円より
※会費は何口でも結構です。なお、寄附金については、金額は問いません。

●振込先口座番号（郵便局振替）
　00160－9－473135
●ゆうちょ銀行（ゆうちょ以外から）
　〇一九（ゼロイチキュウ）支店
　当座 473135
●口座名
　被害者支援センターすてっぷぐんま

クリアファイルを作りました

☎027-253-9991
月～金　10：00～16：00（年末年始、祝日を除く）

☎027-212-0091
月～金　9：00～12：00　13：00～16：00（年末年始、祝日を除く）

netsoudan@step-gunma.org
※相談に対する回答は、左記相談電話の時間内となります

すてっぷぐんま相談電話

群馬県インターネット上の誹謗中傷相談窓口

犯罪の被害にあわれてお困りの方は、
お気軽にお電話ください。

ネットの誹謗中傷にお悩みの方は、
お気軽にご連絡ください

☎027-329-6125

群馬県性暴力被害者サポートセンター Saveぐんま
性暴力被害者の支援を行っています。
ひとりで悩まずに、まずはお電話ください。

相談無料・秘密厳守

相談窓口メールアドレス(24時間受付)

月～金
９：00～17：00
（年末年始、祝日を除く）

※受付時間以外は全国一律のコールセンターにつながります。

相談無料・秘密厳守

相談無料・秘密厳守

ト ピ ッ ク ス
令和８年度版 被害者支援冊子ができました

　毎年好評をいただ
いている猫のクリア
ファイルを今年度も
制作しました。
　今回も、人気画家
おかべてつろう先生
のイラストで、淡い
ピンクに心癒やされ
るクリアファイルと
なっています。
　大きな猫の周りに
小さな猫たちが輪を
作っている様子は、

今年度からスタートした多機関ワンストップサービ
スをイメージしており、被害にあわれた方々へのよ
りきめ細かい支援が可能となるよう、願いを込めて
制作しました。

　３年ぶりに表紙デザインを一新。みんなで被害者
の置かれている現状を理解し、支えていく想いを柔
らかな色合いと多様な人たちで表現しています。
　内容では、まず、被害者支援の
歴史と現在の状況を語り、朝顔の
芽からツルが伸び、徐々につな
がり成長して花が咲くまでのイ
ラストを添えました。
　続いて、ほっこりしたレイア
ウトで、被害者が直面するさ
まざまな問題や被害か
ら立ち直ることの大変
さを解説。さらに、「太陽
の朝顔」と題された遺族
の方の手記に加え、相
談窓口の最新情報を見
やすく掲載しています。
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